
 

 

令和２年 第６回 三朝町教育委員会 定例会 日程 

と き：令和２年６月 29 日（月）午後１時 30 分 

ところ：三朝町役場 第２会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 前回議事録承認 

 

 

３ 議事録署名委員指名 

    

 

 

４ 報告事項 

(1) 教育総務課事業について 
 

(2) 社会教育課事業について 

 ・町人権教育講座について 

 ・人権標語募集・リボンバッヂの着用 

  ・「新型コロナに負けるな 三朝町から暖かい風を」プロジェクトについて 

  ・読書感想文コンクール・絵画コンクールについて 

 (3) 名勝及び史跡三徳山、名勝小鹿渓保存活用計画について 

(4) 図書館事業について 

(5) 令和２年度みささ土曜楽校の実施について 

(6) 令和２年度準要保護児童生徒の認定について 

 

 

５ 議 事 

議案第 21号 

 

令和２年度教育関係費補正予算（令和２年７月）について 

 

６ 協議事項 

(1) 令和２年度三朝町教育事業計画書について【別冊】 

(2) 通級指導教室の指導希望について 

(3) 三朝小学校施設整備方針について 

(4) 教育財産について 

 

 

７ その他 

   ・新型コロナウイルス感染症に係る対応について 

 

８ 閉 会 

 

 

次回定例会：令和２年７月 31 日（金）   



 

 



４ 報告事項 

（１）教育総務課事業について 

 

【教育総務課】 

月日  時間 区分 内容 

【6月】     

6月 1日 （月） 13:30- 学 校 第 3回校長会 

6月 2日 （火） 13:30- 社 会 教 育 保存活用計画策定委員会 

  16:30- 教 育 総 務 教育行政評価委員会 

6月 4日 (木) ～12日  三 朝 町 6月議会 

  13:30- 教 育 総 務 第 4回望ましい小学校施設等検討委員会 

6月 8日 （月） 15:00- 教 育 総 務 県教委 ICT対応 

6月 10日 （水） 14:00- 教 育 長 東伯郡教育長会 

6月 12日 （金） 11:00- 教 育 総 務 

社 会 教 育 

県教委コミュニティスクール協議 

6月 15日 （火） 13:00- 教 育 総 務 学事計画訪問【三朝中】 

6月 17日 （水） 9:10- 教 育 委 員 学校訪問【三朝中】 

6月 18日 (木) 15:00- 教 育 総 務 第 5回望ましい小学校施設等検討委員会 

6月 21日 (日)  三 朝 町 すーはー温泉竣工式 

6月 24日 （水） 13:00- 教 育 委 員 学校訪問【三朝小】 

6月 25日 (木) 13:30- 教 育 総 務 第 6回望ましい小学校施設等検討委員会 

6月 26日 (金) 15:30- 教 育 総 務 寺子屋実証実験 

6月 25日 (木) ～26日  教 育 長 県町村教育長会【三朝町役場】  

6月 29日 (月) 13:30- 教 育 委 員 第６回教育委員会定例会 

     

【7月】     

7月 1日 （水） 13:30- 学 校 第 4回校長会 

7月 2日 （木） 13:00- 教 育 総 務 学事計画訪問【三朝小】 

7月 10日 (金) 13:00- 教 育 総 務 寺子屋授業実証実験 

7月 12日 （日）   郡民体育大会開会式  中止 

7月 26日 （日）   キュリー祭イベント  中止 

7月 28日 （火） 9：00- 教 育 総 務 町職員研修・初任者研修 

 

夏休み 小中学校 7 月 23日（木）～8月 26日（水） 
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【社会教育課】 令和２年６月～７月の報告及び取組について 

日 時 事 業 名 等 場 所 備 考 

6月2日 火 13:30 町民ゴルフ大会実行委員会 町役場 開催中止を決定 

6月2日 水 13:30 
第1回名勝及び史跡三徳山・名勝小鹿渓
保存活用計画策定員会 

町役場  

6月5日 金  
青少年劇場巡回公演 
「100万回生きたねこ」【延期】 

文化ホール  

6月6日 

-6月7日 

土 

日 
 発掘調査〔神倉後ロ山遺跡(氷室跡)〕 神倉 山本義孝氏来町 

6月9日 火 16:00 倉吉地区少年補導センター街頭補導 町内  

6月9日 火 19:00 町スポーツ推進員定例会 町役場  

6月10日 水 19:00 三朝町人推協 人権学級等事前検討会 町役場  

6月11日 木 13:00 三朝大学検討会 町役場 
9月にお出かけ講
座を計画 

6月19日 金 18:30 郡スポーツ推進委員協議会定期総会 琴浦町  

6月20日 土 9:00 青空体験塾(遠足:打吹山) 倉吉市内  

6月20日 

-6月21日 

土 

日 
 発掘調査〔神倉後ロ山遺跡(氷室跡)〕 神倉 山本義孝氏来町 

6月27日 土 9:00 青空体験塾(もみじ植樹) 町内  

      

7月 2日 木 13:00 山口恵梨子杯将棋大会打ち合わせ 町役場  

7月 7日 木 13:30 倉吉地区少年補導センター運営委員会 倉吉市  

7月17日 金 16:10 倉吉地区少年補導センター街頭補導 倉吉市内  

7月18日 土 9:00 青空体験塾(川遊び) 町内  

7月22日 水 19:00 
人権教育講座① 

｢子どもの人権（子どもとSNS）｣ 

 

文化ホール 
 

▼７月10日(金)～８月９日(日) 鳥取県部落解放月間 

▼８月２日(日)  倉吉市・東伯郡陸上競技選手権大会（兼スポレク祭予選会） 

▼８月４日(火) キュリー祭式典 

▼８月６日(木) 人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会(米子市)⇒【中止】代替研修会を計画 
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                                     R02.06.29 

                                     教育委員会資料 

社会教育課事業事業について 

【町人権教育講座について】 

・実施期間  7月～9月 

・講座回数  全 5回 

・内  容  別紙チラシのとおり 

 

【人権標語募集、人権啓発リボン・バッジの着用について】 

 ○人権標語募集 

 ・対 象 町内児童生徒 

 ・選 考 小学生 3作品  中学生 3作品 （学校からの推薦） 

      ・選考作品は東伯郡同和対策協議会の人権標語事業に応募する。 

 ・広 報 選考作品の一覧を、8月末の広報において全戸配布。 

 

 ○人権啓発リボン・バッジの着用 

 ・依頼団体 保育園、こども園、小中学校、役場、人推協事業所部会事業所 

 ・着用期間 7月 1日～8月 9日（日） 

  ※バッジのデザインは令和元年度鳥取県「あったかい風をみんなで吹かそう缶バッジデザイン

コンクール」最優秀賞の三朝中 3年内田結万さんのデザインを採用しました。 

 

【新型コロナに負けるな!三朝町から温かい風をプロジェクト!!について】 

○中学生・町民の手作りマスクをラマルーレバン町へ 

・手作りマスク送付総数 1,060枚   中学生作成分 484枚 

                    町民作成分  576枚 

 ・送付状況 

6月 3日（水） 中学生来庁。 町長へマスク引き渡し。 

6月 5日（金） 三朝町からラマルーレバン町へ送付。 

          送付内容 マスク、ビデオレター手紙 

  6月 16日（火） ラマルーレバン町より到着の連絡。 

  

【読書感想文コンクール・絵画コンクールについて】 

 ○読書感想文コンクール 

 ・応募部門 小学生低学年部門（1、2年生） 小学生中学年部門（3、4年生） 

小学生高学年部門（5、6年生） 中学生部門 

 ・応募締切 令和 2年 10月 30日（金） 

 ・表  彰 各部門 最優秀賞 1点 優秀賞 2点  

 ○ふるさと絵画コンクール   

・応募部門 小学生下学年部門（1～3年生） 小学生上学年部門（4～6年生） 

       中学生部門    

 ・応募締切 令和 2年 10月 30日（金） 

 ・表  彰 各部門 最優秀賞 1点 優秀賞 2点 

 ○「家庭の日」絵画・ポスターコンクール（青少年育成鳥取県民会議主催） 

・応募部門 絵画の部    小学生下学年の部（1～3年生） 小学生上学年の部（4～6年生） 

       ポスターの部  中学生の部 

 ・応募締切 令和 2年 8月 31日（月） 

 ・表  彰 各部門 最優秀賞 優秀賞 優良賞 （全県） 
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                                     R02.06.29 

                                     教育委員会資料 

報告事項 

（３）名勝及び史跡三徳山・名勝小鹿渓保存活用計画策定について 

 

 

【名勝及び史跡三徳山・名勝小鹿渓保存活用計画策定について】 

○名勝及び史跡三徳山・名勝小鹿渓保存活用計画 

 名勝及び史跡三徳山・名勝小鹿渓を一体的なものとして、保存管理、活用、整備、運営体制

に関する現状と課題を把握し、それらに対応する今後の取組みに対する基本的な方針を明確に

する。 

 

○名勝及び史跡三徳山・名勝小鹿渓保存活用計画策定委員会 

保存活用計画の策定にあたり、専門的かつ客観的な立場から幅広く検討を行うため、名勝及

び史跡三徳山・名勝小鹿渓保存活用計画策定委員会を設置する。 

 

  策定委員会委員 

区 分 所 属 職名等 氏名 備考 

学識経験者 

米子工業高等専門学校 名誉教授 和田 嘉宥 委員長 

鳥取大学農学部 教 授 小玉 芳敬  

鳥取大学農学部 教 授 永松  大  

倉吉文化財協会 会 長 眞田 廣幸  

三徳山 宗教法人三佛寺 執事次長 米田 良順  

地 域 
三徳地域協議会 会 長 大坂 芳郎  

小鹿地域協議会 会 長 朝倉  聡  

団 体 日本遺産三徳山三朝温泉を守る会 会 長 藤井 文典 副委員長 

  

オブザーバー  

・文化庁 

・環境省中国四国地方環境事務所大山隠岐国立公園管理事務所 

・鳥取県地域づくり推進部文化財局 

・鳥取県立博物館 

 

○策定スケジュール 

 ・令和 2年 6月～11月      策定委員会（5回程度） 計画（案）作成 

・令和 2年 12月～令和 3年 3月  計画申請及び認定  
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入場無料 

託児あり 

【子どもの人権（子どもとＳＮＳ）】 

7 月２２日（水） 

午後７時００分～午後８時３０分 

【会場】三朝町総合文化ホール   

●講師：笑顔でこたえるパソコン教室 

代表 松田 雅彦さん  
スマホ・ケータイアドバイザー 

年 5回、様々な人権をテーマに開催します。 

一人ひとりがみんなのために温かい風を！ お互いを認め合う心をみんなで育みましょう。 

【職場のハラスメント防止】 
８月２０日（木） 

午後７時００分～午後８時３０分 

【会場】三朝町総合文化ホール 

●講師：e・らぼ    

代表  繁原 美保さん 

    【性的マイノリティ（ＬＧＢＴ）の人権】  ９月１８日（金） 

午後７時００分～午後８時３０分 

【会場】三朝町総合文化ホール  

●講師：鳥取大学オールセクシュアリティサークル  虹色らくだ  

 

 

     

 

 【現地学習（子ども食堂＆部落問題）】 

８月２日（日） ※８：４０町役場集合 

午前９時３０分～午前１１時３０分 

【会場】ほくほくプラザ（北栄人権文化センター） 

●講師：ほくほくプラザ 

館長  中江 人美さん  

 【様々な人権（プライバシーの権利）】 
９月９日（水） 

午後７時００分～午後８時３０分 

【会場】三朝町総合文化ホール 

●講師：鳥取環境大学  

非常勤講師  北村 秀徳さん  

 

  

三朝町人権フェスティバル（差別をなくする三朝町集会）  
11月 29日（日）開催予定 

【会場】三朝町総合文化ホール 

※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、中止または延期させていただく場合があります。 

【問合せ】三朝町教育委員会事務局社会教育課（TEL４３－３５１８  FAX４３－０６４７） 

※託児希望の方は、開所準備が
必要なため、事前（1週間前）
にお申し込みください。 

-5-



 

 

 

 

 

 

夏休みこそじっくり読書 

そして思ったことを文章でみんなに伝えよう！ 
 

 

■ 応募締切   令和２年１０月３０日（金） 

■ 応募資格   町内の小学校に通学する小学生とする。 

■ 応募部門 

・小学生低学年の部（１、２年生） 

・小学生中学年の部（３、４年生） 

・小学生高学年の部（５、６年生） 

■ 課題図書 裏面にある本の中から選んでください。 

■ 応募のきまり 

・４００字詰め原稿用紙を使用し、縦書きで自筆してください。 

・小学生低学年の部は原稿用紙２枚以内、小学生中・高学年の部は原稿用紙２～３枚とします。 

・句読点はそれぞれ一字に数えます。改行のための空白は字数として数えます。 

・本文から書きはじめてください。 

・題名、学校名、氏名は欄外の右側に記入してください。 

■ 応募方法   

・学校を通じて応募してください。作品は、コンクール終了後にお返しします。 

■ 審  査   第一次審査（校内審査）  第二次審査（部門別の外部審査） 

■ 入賞発表   １１月下旬に各学校を通じ、本人あてに通知します。 

■ 表  彰  

・最優秀賞 （部門ごとに１編）表彰状および記念品 

・優 秀 賞 （部門ごとに２編）表彰状および記念品 

・特 別 賞          表彰状および記念品 

・令和２年１２月開催予定の「かがやく子どもフェスティバル」で表彰式を行います。 

・応募者全員に「参加賞」を贈呈します。 

■ 注意事項 

 ・応募作品に関する著作権は三朝町教育委員会に帰属します。 

 ・応募者の個人情報は本コンクールに関することのみに使用します。 

 ・応募作品は令和２年１２月開催予定の「かがやく子どもフェスティバル」会場に展示します。 

 

■ 主催・問い合せ先 

 三朝町教育委員会社会教育課（担当：馬野眞由美） 

電話 43-3518  ／ファクシミリ 43-0647  ／メール m-mano@town.misasa.tottori.jp 

 

令和２年度 

三朝町読書感想文コンクール作品募集 
＜小学生の部＞ 
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夏休みこそじっくり読書 

読んだ感想を文章でみんなに伝えよう 
 

■ 応募締切  令和２年１０月３０日（金） 

■ 応募資格  三朝中学校に通学する生徒とする。 

■ 応募部門  中学生部門 

■ 課題図書  自由図書 

≪本を選ぶのに迷ったら、三朝中学校の先生が選んだお勧めの本を読んでみよう≫ 

 風が強く吹いている  三浦 しおん  新潮社 

 舟を編む  三浦 しおん  光文社 

 夏の庭  湯本 香樹実  福武書店 

 君の膵臓を食べたい  住野 よる  双葉社 

 博士の愛した数式  小川 洋子  新潮社 

 旅猫リポート  有川 浩  文芸春秋 

 坊ちゃん  夏目 漱石  ※不問 

 走れメロス  太宰 治  ※不問 

そしてバトンは渡された  瀬尾 まいこ  文芸春秋 

ぼくはイエローでホワイトでちょっとブルー  ブレイディーみかこ  新潮社 

ママは身長 100 ㎝  伊是名 夏子 ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ 21  

 

■ 応募のきまり 

・４００字詰め原稿用紙を使用し、縦書きで自筆してください。 

・中学校の部は１２００字～１６００字とします。 

・句読点はそれぞれ一字に数えます。改行のための空白は字数として数えます。 

・本文から書きはじめてください。 

・題名、学校名、氏名は欄外の右側に記入してください。 

■ 応募方法  学校に提出してください。作品は、コンクール終了後にお返しします。 

■ 審  査  第一次審査（校内審査）  第二次審査（外部審査） 

■ 入賞発表  11 月下旬に学校を通じ、本人あてに通知します。 

■ 表  彰 

・最優秀賞（１編） 表彰状および記念品 

・優 秀 賞（２編） 表彰状および記念品 

・特 別 賞     表彰状および記念品  

・令和 2 年 12 月に開催予定の「かがやく子どもフェスティバル」で表彰式を行います。   

・応募者全員に「参加賞」を差し上げます。 

■  注意事項 

 ・応募作品に関する著作権は三朝町教育委員会に帰属します。 

 ・応募者の個人情報は本コンクールに関することのみに使用します。 

 ・応募作品は令和２年１２月開催予定の「かがやく子どもフェスティバル」会場に展示します。 

■ 主催・問い合せ先 

 三朝町教育委員会社会教育課（担当：馬野眞由美） 

電話 43-3518  ／ファクシミリ 43-0647 ／メール m-mano@town.misasa.tottori.jp 

令和２年度 

三朝町読書感想文コンクール作品募集 
＜中学生の部＞ 
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いえ

から見
み

える風景
ふうけい

」や、「いつも遊
あそ

んでいる 

お気
き

に入
い

りの場所
ば し ょ

」を絵
え

に描
か

いて、コンクールに応募
お う ぼ

してみません

か。 
 

 

 

 

★ 募集テーマ 

 『わたしのふるさとの風景』 

学校や自分の家から見える風景や、三朝町内の風景で自分のお気に入りの場所など。 

 

★ 応募締切   

令和２年 10月３０日（金） 
 

★ 応募資格 

三朝町の公立学校に通学する小学生および中学生 

 

★ 募集部門        

（１）小学生下学年の部（1年生～３年生） 

（２）小学生上学年の部（４年生～６年生） 

（３）中学生の部 
         

★ 応募作品   

・応募枚数は、部門ごとに１人１枚とし、未発表のものに限ります。 

・用紙の大きさは、四つ切り画用紙（542mm×382mm以内で縦・横自由）。 

・画材は自由です（クレヨン、水彩、油絵の具、色鉛筆、貼り絵など）。 

 

★ 提出先   

応募票に必要事項を明記し、裏面に貼付して学校に提出してください。 

※作品は、コンクール実施後、「かがやく子どもフェスティバル」で表彰･展示した後、お

返しします。 

 

★ 表彰   

最優秀賞（１点）、優秀賞（２点）、参加賞（応募者全員） 

 

★ 表彰式 

令和 2年 12月開催の「かがやく子どもフェスティバル」で行います。 

 

★ 主催 

三朝町教育委員会 

  （お問合せ先）三朝町教育委員会社会教育課（担当 馬野 電話 43-3518）

ここはぼくの

お気に入りの

場所なんだ！ 

三朝町ふるさと絵画コンクール作品募集  

遠足で行った思い出

の場所を書いてみよ

うかしら。 
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第１２回「家庭の日」 

絵画・ポスター作品募集 

 

家族
か ぞ く

の間
あいだ

では日々
ひ び

さまざまな出来事
で き ご と

があります。家庭
か て い

でのお

手伝
て つ だ

いの様子
よ う す

や家族
か ぞ く

との思
おも

い出
で

、家族
か ぞ く

と一緒
いっしょ

にやってみたいこ

とを絵
え

に描
か

いて、コンクールに応募
お う ぼ

してみませんか。 
 

○ 募集テーマ 

 『家族』 

家庭でのお手伝い、家族と一緒に過ごした思い出、嬉しかったこと、家族と一緒にやっ

てみたいことなどを絵に描いてください。 

 

○ 応募締切   

令和２年 8月 3１日（月） 
 

○ 応募資格 

鳥取県に在住している小学生および中学生 

 

○ 募集部門        

（１）絵  画 小学生下学年の部（1年生～３年生） 

（２）絵  画 小学生上学年の部（４年生～６年生） 

（３）ポスター 中学生の部（作品の中に「家庭の日」の文字を入れてください） 
         

○ 応募作品   

・応募枚数は、部門ごとに１人１枚とし、未発表のものに限ります。 

・用紙の大きさは、四つ切り画用紙（542mm×382mm以内で縦・横自由）。 

・画材は自由です（クレヨン、水彩、油絵の具、色鉛筆、貼り絵など）。 

 

○ 提出先   

応募票に必要事項を明記し、裏面に貼付して学校に提出してください。 

※作品は、後日お返しします。 

 

○ 表彰   

各部門の最優秀賞、優秀賞、優良賞（全県） 

 

○ 表彰式 

令和２年 1１月８日開催の「第 5４回青少年育成鳥取県民大会」で行われます。 

 

○ 主催 

青少年育成鳥取県民会議、青少年育成三朝町民会議 

 

〇 問い問合せ先 三朝町教育委員会社会教育課（担当 馬野 電話 43-3518） 
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西暦 月 2020/7/1

2020 7

7月

1日（水）

2日（木）

3日（金）

4日（土）

5日（日）

6日（月）

7日（火）

8日（水）

9日（木）

10日（金）

11日（土）

12日（日）

13日（月）

14日（火）

15日（水）

16日（木）

17日（金）

18日（土）

19日（日）

20日（月）

21日（火）

22日（水）

23日（木）

24日（金）

25日（土）

26日（日）

27日（月）

28日（火）

29日（水）

30日（木）

31日（金）

　

休館整理日／神倉配本

休館日

1歳半健診（配本）

休館日

移動図書館 なの花

みささ図書館月間スケジュール

移動図書館
上西谷・下畑・曹源寺

余戸・東小鹿・三朝・山田

移動図書館 恋谷・三朝・レスポワール・西学童

行　　事 備　　考

移動図書館 バイオリン美術館　片柴・三徳センター

移動図書館

消費者相談

鳥取県図書館協会理事会

賀茂保育園・三喜苑・支援センター

仁の里・みのり・太郎田・小河内・鎌田

みささ図書館２階

県立図書館

みささ英語村

7/18～8/30

みささ英語村

移動図書館 西学童・田代

報告事項（４）図書館事業について

6月実績
　【児童】　母の日特集・父の日特集、梅雨特集『雨の日を楽しむ』
　【一般】　家で楽しむ美『行った気になれる本』（写真集）、花・野菜・育ててみませんか
　『みささ英語村』　6/13～スタート　6/27
　男女共同参画週間パネル展示（総務課）6/2～6/30

≪７月の特集・イベント≫
　夏休み特別企画『サイコロ・としょかんクジ』（７/18～８/30）
　●鳥取県図書館大会（倉吉：７/28　中止）

休館日

5歳児健診（配本）

移動図書館
加谷・ＪＡ竹田・下西谷

三朝中・大柿・南学童

移動図書館

消費者相談

こども園・温泉病院

みささ図書館2階

休館日

夏休み特別企画『サイコロ・としょかんクジ』
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報告事項 

（５）令和２年度みささ土曜楽校の実施について 

 

 

令和２年度みささ土曜楽校の実施について 

 

１ 対 象 

（１）三朝小学校 １年～６年 

（２）三朝中学校 ３年生 

 

２ 実施内容 

（１）小学校対象（全３回） 

内 容 期 日 時 間 場 所 

①きもだめし 
令和 2年 8月 22日 19:30～21:00 旧南小学校 

旧南小校舎を使用したきもだめしの実施 

②ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ体験 
令和 2年 9月頃 午前中 三朝小体育館 

日本代表選手を講師に招いてドッジボール体験 

③ｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ体験 
令和 3年 1月 23日 9:00～12:00 町内林道 

町内林道を活用したカントリースキー体験 

 

（２）中学校対象（全１１回） 中学生学力アップ講座 

 ①実施日 

  10月 … 24日             

  11月 … 1日・14日 

  12月 … 5日・12日・19日 

   1月 … 9日・16日・23日 

   2月 … 6日・13日 

 ②場所 三朝中学校小ホール他 

 ③内容 塾講師による講義形式の学習 

 

３ 今後のスケジュール 

 ７月中頃   案内チラシの配布（一次募集） 

 ７月２２日  一次募集締切 

 ７月下旬   きもだめし案内文書の発送 

 ※募集状況により二次案内を配布します。 
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報告事項 

（６）令和２年度準要保護児童生徒の認定について 

 

    

令和２年度準要保護児童生徒の認定について 

 

 次のとおり令和２年度準要保護児童生徒（次年度入学予定者新入学児童生徒学用品費支

給）の認定について、三朝町就学援助費交付要綱（平成 20年教委告示第８号）第２条の規

定により、本委員会の承認を求める。 

 

  令和２年６月 29日提出 

 

三朝町教育委員会教育長  西 田 寛 司 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

≪参考≫ 

○三朝町就学援助費交付要綱 

（対象者） 

第２条 就学援助費の交付対象者は、次の各号に掲げる者で三朝町教育委員会（以下「教育委員会」

という。）が認めるものとする。 

第２条(１)ア 要保護者（生活保護法第６条第２項） 

第２条(１)イ(ア)ａ 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 

        ｂ 市町村民税の非課税 

        ｃ 市町村民税の減免 

        ｄ 個人の事業税の減免 

        ｅ 固定資産税の減免 

        ｆ 国民年金の保険料の減免 

        ｇ 国民健康保険税の減免 

        ｈ 児童扶養手当の支給 

        ⅰ 世帯更正貸付補助金の借受者 

第２条(１)イ(イ)ａ 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働

者 

        ｂ 職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者 

        ｃ ＰＴＡ会費又は学級費等の納付金が減免されている者 

        ｄ 学校納付金の納付が困難な者、被服、学用品、通学用品等に不自由してい

る者又は生活状態が極めて悪いと認められる者 

        ｅ 経済的な理由による欠席日数が多い児童等の保護者 

        ｆ ａからｅまでに掲げるもののほか、やむを得ない理由により所得が著しく

減少した者又は家族の病気等により支出が著しく増大した者で、教育委員

会が援助する必要があると認めるもの 
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議案第 21号 

 

   令和２年度教育関係費補正予算（令和２年７月）について 

 

 次のとおり令和元年度教育関係補正予算を要求することについて、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 29条の規定により、本委員会の意見を

求める。 

 

  令和２年６月 29日提出 

 

三朝町教育委員会教育長  西 田 寛 司 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

≪参考≫ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育

に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委

員会の意見をきかなければならない。 
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単位：千円

科　　目 事業名
補正前の
予算額

補正額
補正後の
予算額

内　　　容

小学校施設管理費 小学校施設整備事業 0 1,264 1,264
基本設計のための地質
調査

中学校施設管理費 中学校施設改修費 0 3,126 3,126
図書室冷暖房設備更新
工事

【歳出：教育総務課】

令和２年度教育関係費　歳入歳出補正予算（令和２年７月）案
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協議事項（１） 

 

   令和２年度三朝町教育事業計画書について 

 

 令和２年度三朝町教育事業計画書について、協議する。 
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協議事項（２） 

 

 通級指導教室の指導希望について 

 

 三朝町小・中学校通級教室指導教室実施要綱（平成 24年教委告示第 39号）第４条第３項

の規定に基づき、本委員会の意見を求める。 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

三朝町小・中学校通級指導教室実施要綱 

 （通級指導の手順） 

第４条 通級による指導を希望する児童生徒の保護者（以下「保護者」という）は、在籍する学校の

校長（以下「在籍学校長」という）と教育相談を行った上で、通級許可申請書（様式第１号）を在

籍学校長に提出する。  

２ 在籍学校長は、前項の届出により、通級による指導を受けさせる必要があると認めるときは、教

育委員会に対して意見書（様式第２号）を提出する。 

３ 教育委員会は、前項の提出を受けた児童生徒について審査を行う。必要に応じて、通級指導教室

設置校の校長（以下「設置学校長」という）の意見を聴取する。 

４ 教育委員会は、審査によって通級指導教室での指導を受けることが適当と認めるときは、在籍学

校長に対し通級承認書（様式第３号）を通知するとともに、保護者へ通級許可通知書（様式第４号）

を通知する。  
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協議事項（３） 

 

   三朝小学校施設整備について 

 

 三朝小学校施設整備について、協議する。 
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協議事項（４） 

 

   教育財産について 

 

 教育財産について、協議する。 

 

-18-


